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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｃ：０．０５～０．２０％(質量％の意味、以下同じ)、Ｓｉ：０．１～０．３％、Ｍｎ
：０．５０～１．２０％、Ｐ：０．００５～０．０２０％、Ｓ：０．００５％以下（０％
を含まない）、Ａｌ：０．０１～０．０８％、Ｃｕ：０．１５～０．４％、Ｎｉ：０．１
５～０．５０％、Ｃｒ：０．０２～０．２０％、Ｔｉ：０．００５～０．０２０％、およ
びＣａ：０．００１～０．０１０％を夫々含有し、残部が鉄および不可避的不純物からな
り、且つ下記（１）式で規定されるＡ値が－２．０以上、２．０以下であることを特徴と
する耐食性に優れた構造部材用鋼材。
　Ａ値＝｛（［Ｓ］／３）＋（［Ｐ］／８）－（［Ｍｎ］／８９０）－（［Ｔｉ］／６３
０）－（［Ｃａ］／１３０）－（［Ｃｕ］／７１０）－（［Ｎｉ］／７１２）－（［Ｃｒ
］／３３０）｝×１０3　　　　　…（１）
　但し、［Ｓ］，［Ｐ］，［Ｍｎ］，［Ｔｉ］，［Ｃａ］，［Ｃｕ］，［Ｎｉ］および［
Ｃｒ］は、夫々Ｓ，Ｐ，Ｍｎ，Ｔｉ，Ｃａ，Ｃｕ，ＮｉおよびＣｒの含有量（質量％）を
示す。
【請求項２】
　更に、Ｍｇ：０．００５％以下（０％を含まない）を含有するものである請求項１に記
載の構造部材用鋼材。
【請求項３】
　更に、Ｃｏ：１％以下（０％を含まない）を含有するものである請求項１または２に記
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載の構造部材用鋼材。
【請求項４】
　更に、Ｍｏ：１％以下（０％を含まない）を含有するものである請求項１～３のいずれ
かに記載の構造部材用鋼材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原油タンカー、貨物船、客船、軍艦等の船舶の他、橋梁等のような海洋構造
物の構成部材として有用な構造部材用鋼材に関するものであり、特に厳しい腐食環境下で
優れた耐食性を発揮する構造部材用鋼材に関するものである。尚、本発明の構造部材用鋼
材は、各種船舶の他、橋梁等のような海洋構造物の構成部材として適用できるものである
が、以下では代表的なものとして船舶用に用いられる場合を中心に説明を進める。
【背景技術】
【０００２】
　各種船舶において主要な構造部材として用いられている鋼材は、海水による塩分や高温
高湿、原油中に含まれる水分の他、腐食性ガス成分等により厳しい腐食環境に晒されるこ
とになる。特に、原油タンカーの油槽（原油タンク）では、原油中の揮発成分や混入海水
、油田塩水中の塩分、防曝のために油槽内に送られるイナートガス（船のエンジンの排気
ガス）の他、昼夜の温度変動による結露等によって独特の腐食環境になるため、鋼材（特
に、鋼板）の腐食減肉（腐食に起因する板厚現象）が生じる。
【０００３】
　このため、腐食代を考慮した板厚設計が行なわれ、全面腐食や局部腐食への対策とされ
ている。そして、上記のような腐食減肉によって所要の部材強度を維持することが困難に
なった場合には、腐食した部材を切断して新たな部材と溶接接合したり、いわゆる鋼板の
切り替えが必要となって多大なコストがかかることになる。こうしたことから、腐食代の
低減が図れ、しかもコスト上昇を防止できるような、耐食性に優れた構造部材用鋼材の開
発が望まれている。
【０００４】
　鋼材の腐食防止を図る技術としては、塗装による防食法（塗装防食法）や、亜鉛やアル
ミニウムを鋼材表面に溶射によってライニングして防食する方法（ライニング防食法）が
一般的である。しかしながら、こうした技術では、施工コストが大きくなるという経済的
な問題があることに加え、防食のための層（防食層）に施工時におけるミクロな欠陥が存
在したり、防食層が経年劣化することにより腐食が不可避的に進展することになる。その
ため、塗装防食法やライニング防食法によっても、定期的な検査と補修とが不可欠になる
という問題がある。
【０００５】
　上記技術の他、化学成分の調整等によって鋼材自体の耐食性を向上させた耐食性鋼材も
これまで多数提案されている。例えば特許文献１には、ＭｇやＣｕ等の含有量を適切に制
御した造船用耐食鋼が提案されている、特許文献２には、Ｗの含有量を適切に制御した造
船用耐食鋼が提案されている。これらの技術では、無塗装であっても、優れた耐食性を発
揮することが開示されている。更に、特許文献３には、Ｓｎの含有量を適切に制御すると
共に、表面に塗装を施すことで優れた耐食性を有することが開示されている。
【０００６】
　しかしながら、上記技術ではいずれも、厳しい腐食環境下での耐食性が十分とはいえな
い。特に、原油と接触するような厳しい腐食環境下でも、長期間に亘って優れた耐食性を
確保するために、構造部材用鋼材の更なる耐食性の向上が望まれているのが実情である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－１７３８１号公報
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【特許文献２】特開２００９－９７０８３号公報
【特許文献３】特開２００９－１２７０７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は上記の様な事情に着目してなされたものであって、その目的は、厳しい腐食環
境下において、塗装やライニング防食等の他の防食手段を講じなくても優れた長期耐食性
を示す構造部材用鋼材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成することのできた本発明の構造部材用鋼材とは、Ｃ：０．０５～０．２
０％(質量％の意味、以下同じ)、Ｓｉ：０．１～０．３％、Ｍｎ：０．５０～１．２０％
、Ｐ：０．００５～０．０２０％、Ｓ：０．００５％以下（０％を含まない）、Ａｌ：０
．０１～０．０８％、Ｃｕ：０．１５～０．５０％、Ｎｉ：０．１５～０．５０％、Ｃｒ
：０．０２～０．２０％、Ｔｉ：０．００５～０．０２０％およびＣａ：０．００１～０
．０１０％を夫々含有し、残部が鉄および不可避的不純物からなり、且つ下記（１）式で
規定されるＡ値が－２．０以上、２．０以下である点に要旨を有するものである。
　Ａ値＝｛（［Ｓ］／３）＋（［Ｐ］／８）－（［Ｍｎ］／８９０）－（［Ｔｉ］／６３
０）－（［Ｃａ］／１３０）－（［Ｃｕ］／７１０）－（［Ｎｉ］／７１２）－（［Ｃｒ
］／３３０）｝×１０3　　　　　…（１）
　但し、［Ｓ］，［Ｐ］，［Ｍｎ］，［Ｔｉ］，［Ｃａ］，［Ｃｕ］，［Ｎｉ］および［
Ｃｒ］は、夫々Ｓ，Ｐ，Ｍｎ，Ｔｉ，Ｃａ，Ｃｕ，ＮｉおよびＣｒの含有量（質量％）を
示す。
【００１０】
　本発明の構造部材用鋼材においては、必要によって、更に（ａ）Ｍｇ：０．００５％以
下（０％を含まない）、（ｂ）Ｃｏ：１％以下（０％を含まない）、（ｃ）Ｍｏ：１％以
下（０％を含まない）、等を含有させることも有効であり、これらを含有させることによ
って構造部材用鋼材の特性が更に改善される。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明においては、化学成分組成を厳密に規定すると共に、Ｓ，Ｐ，Ｔｉ，Ｍｎ，Ｃａ
，Ｃｕ，ＮｉおよびＣｒの含有量によって規定されるＡ値を適正な範囲に制御することに
よって、厳しい腐食環境下でも優れた耐食性を示し、長時間に亘って良好な耐食性を確保
できる構造部材用鋼材が実現でき、こうした構造部材用鋼材は、船舶や海洋構造物の素材
として極めて有用である。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】（１）式で規定されるＡ値と腐食速度との関係を示したグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明者らは、前記課題を解決するために鋭意研究を重ねた。その結果、Ｃ，Ｓｉ，Ｍ
ｎ，Ｐ，Ｓ，Ａｌ，Ｃｕ，Ｎｉ，Ｃｒ，Ｔｉ，Ｃａ等の元素を厳密に調整すると共に、成
分によって求められる下記Ａ値［（１）式］を、－２．０以上、２．０以下の範囲に制御
すれば、耐食性に優れた構造部材用鋼材が得られることを見出し、本発明を完成した。
　Ａ値＝｛（［Ｓ］／３）＋（［Ｐ］／８）－（［Ｍｎ］／８９０）－（［Ｔｉ］／６３
０）－（［Ｃａ］／１３０）－（［Ｃｕ］／７１０）－（［Ｎｉ］／７１２）－（［Ｃｒ
］／３３０）｝×１０3　　　　　…（１）
　但し、［Ｓ］，［Ｐ］，［Ｍｎ］，［Ｔｉ］，［Ｃａ］，［Ｃｕ］，［Ｎｉ］および［
Ｃｒ］は、夫々Ｓ，Ｐ，Ｍｎ，Ｔｉ，Ｃａ，Ｃｕ，ＮｉおよびＣｒの含有量（質量％）を
示す。
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【００１４】
　上記Ａ値は、均一で安定した表面錆皮膜を発現するパラメータであり、厳しい腐食環境
下でも長時間の耐食性を示す指標となるものである。上記（１）式における各元素に対す
る係数は、本発明者らが、回帰分析によって決定したものである。この係数の符号が正で
あれば、耐食性を悪化させる方向で作用する元素であり、負であれば、耐食性を向上させ
る方向で作用する元素である。また、上記（１）式で規定されるＡ値が、２．０を超える
と耐食性が悪化するため、Ａ値を２．０以下とする必要がある。またＡ値が－２．０未満
となると、鋼材の均一錆生成反応を阻害することになる。Ａ値の好ましい下限は－１．８
であり、好ましい上限は１．８である。
【００１５】
　本発明の鋼材では、その鋼材としての基本的特性および耐食性を満足させるために、Ｃ
，Ｓｉ，Ｍｎ，Ｐ，Ｓ，Ａｌ，Ｃｕ，Ｎｉ，Ｃｒ，Ｔｉ，Ｃａ等の成分を適切に調整する
必要がある。これらの成分の範囲限定理由は、次の通りである。
【００１６】
　［Ｃ：０．０５～０．２０％］
　Ｃは、鋼材の強度確保のために必要な元素である。構造部材用鋼材として要求される強
度を（概ね３００ＭＰａ以上）を得るためには、０．０５％以上含有させる必要がある。
しかし、０．２０％を超えて過剰に含有させると鋼材の靱性が劣化する。こうしたことか
ら、Ｃ含有量の範囲は０．０５～０．２０％とした。尚、Ｃ含有量の好ましい下限は０．
０６％であり、より好ましくは０．０７％以上とするのが良い。また、Ｃ含有量の好まし
い上限は０．１８％であり、より好ましくは０．１６％以下とするのが良い。
【００１７】
　［Ｓｉ：０．１～０．３％］
　Ｓｉは、脱酸と強度確保のための必要な元素であり、０．１％に満たないと構造部材と
して要求される強度を確保できない。しかし、０．３％を超えて過剰に含有させると、溶
接性が劣化する。
【００１８】
　［Ｍｎ：０．５０～１．２０％］
　ＭｎはＭｎＳとしてＳをトラップして耐食性向上に有効な元素である。また、Ｓｉと同
様に脱酸と強度確保のために必要であり、０．５０％に満たないと構造部材として要求さ
れる強度を確保できない。しかし、１．２０％を超えて過剰に含有させると、ＭｎＳが粗
大化し耐食性が悪化するのみならず、靭性も劣化する。そこで、Ｍｎ含有量の範囲は０．
５０～１．２０％とした。尚、Ｍｎ含有量の好ましい下限は０．５５％であり、より好ま
しくは０．６％以上とするのが良い。またＭｎ含有量の好ましい上限は１．１５％であり
、より好ましくは１．１０％以下とするのが良い。
【００１９】
　［Ｐ：０．００５～０．０２０％］
　Ｐは、耐食性に有害であることに加えて、靭性や溶接性をも劣化させる。Ｐ含有量が０
．０２０％程度までなら、実害はない。しかしながら、Ｐ低減には多大なコストが必要と
なることから、Ｐ含有量は０．００５％以上とした。
【００２０】
　［Ｓ：０．００５％以下（０％を含まない）］
　Ｓは、耐食性、靭性および溶接性に有害な元素であり、その量はできるだけ少ないこと
が好ましい。こうしたことから、Ｓ含有量は０．００５％以下とした。尚、Ｓ含有量の好
ましい上限は０．００４％である（より好ましくは０．００３％以下）。
【００２１】
　［Ａｌ：０．０１～０．０８％］
　ＡｌもＳｉやＭｎと同様に、脱酸および強度確保のために必要な元素であり、その含有
量が０．０１％に満たないと、脱酸の効果が発揮されない。しかし、０．０８％を超えて
過剰に含有されると溶接性を害することになる。こうしたことから、Ａｌ含有量は、０．
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０１～０．０８％とした。尚、Ａｌ含有量の好ましい下限は０．０１５％であり、より好
ましくは０．０２％以上とするのが良い。また、Ａｌ含有量の好ましい上限は０．０７５
％であり、より好ましくは０．０６５％以下とするのが良い。
【００２２】
　［Ｃｕ：０．１５～０．５０％］
　Ｃｕは、耐食性向上に有効な元素である。特にＣｕは、表面錆皮膜の緻密化を高める作
用を有しており、環境遮断性を高めて耐食性を向上させるのに有効な元素である。こうし
た効果を発揮させるためには、Ｃｕは０．１５％以上含有させる必要があるが、過剰に含
有させると溶接性や熱間加工性が劣化することから、０．５０％以下とする必要がある。
尚、Ｃｕ含有量の好ましい下限は０．２％であり、好ましい上限は０．４％である。
【００２３】
　［Ｎｉ：０．１５～０．５０％］
　Ｎｉは、耐食性向上に有効な元素である。特にＮｉは、腐食環境において緻密な表面錆
皮膜を形成する作用を有しており、表面錆皮膜による腐食抑制効果を発現する元素である
。またＮｉは、Ｃｕを含有することによる赤熱脆性を防止する効果も発揮する。こうした
効果を発揮させるためには、Ｎｉは０．１５％以上含有させる必要があるが、過剰に含有
させると溶接性や熱間加工性が劣化することから、０．５０％以下とする必要がある。尚
、Ｎｉ含有量の好ましい下限は０．２％であり、好ましい上限は０．４％である。
【００２４】
　［Ｃｒ：０．０２～０．２０％］
　Ｃｒは、耐食性向上に有効な元素である。特にＣｒはＣｕと同様に、表面錆皮膜の緻密
化を高める作用を有しており、環境遮断性を高めて耐食性を向上させるのに有効な元素で
ある。また、適量のＣｒは、靭性を向上させるのに有効であり、構造部材用鋼材として必
要な機械的特性を得る上でも必要な元素である。こうした効果を発揮させるためには、Ｃ
ｒは０．０２％以上含有させる必要があるが、過剰に含有させると溶接性や熱間加工性が
劣化することから、０．２０％以下とする必要がある。尚、Ｃｒ含有量の好ましい下限は
０．０５％であり、好ましい上限は０．１５％である。
【００２５】
　［Ｔｉ：０．００５～０．０２０％］
　Ｔｉは、耐食性向上に有効な元素である。特にＴｉは、腐食環境において形成される表
面錆皮膜を安定化させる作用を有しており、表面錆皮膜による腐食抑制効果を長時間に亘
って発現させるのに有効な元素である。こうした効果を発揮させるためには、Ｔｉは０．
００５％以上含有させる必要があるが、過剰に含有させると溶接性や熱間加工性が劣化す
ることから、０．０２０％以下とする必要がある。尚、Ｔｉ含有量の好ましい下限は０．
００８％であり、好ましい上限は０．０１８％である。
【００２６】
　［Ｃａ：０．００１～０．０１０％］
　Ｃａは、耐食性向上に有効な元素である。特に、腐食によって溶解したＦｅの加水分解
によるｐＨ低下を抑制する作用を有する。この作用によって、外部への水素イオン拡散が
起こり難い構造的すきま部において、ｐＨ低下を抑制して腐食を抑制し、殊に耐すきま腐
食性を向上させることができる。こうした効果を発揮させるためには、Ｃａは０．００１
％以上含有させる必要があるが、０．０１０％を超えて過剰に含有させると溶接性や加工
性を劣化させることになる。尚、Ｃａ含有量の好ましい上限は０．００５％である。
【００２７】
　本発明の構造部材用鋼材における基本成分は上記の通りであり、残部は鉄および不可避
的不純物からなるものである。不可避的不純物としては、例えばＯ，Ｈ，Ｗ等が挙げられ
、これらの元素は鋼材の特性を害さない程度で含有しても良い。
【００２８】
　また、本発明の構造部材用鋼材には、上記成分の他必要によって、更に、（ａ）Ｍｇ：
０．００５％以下（０％を含まない）、（ｂ）Ｃｏ：１％以下（０％を含まない）、（ｃ
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）Ｍｏ：１％以下（０％を含まない）、等を含有させることも有効であり、含有させる成
分に応じて構造部材用鋼材の特性が更に改善されることになる。
【００２９】
　［Ｍｇ：０．００５％以下（０％を含まない）］
　ＭｇはＣａと同様に、耐食性向上に有効な元素であり、必要に応じて含有させることが
できる。こうした効果はその含有量が増すにつれて増大するが、過剰に含有させると溶接
性や加工性が劣化することから、０．００５％以下とすることが好ましい。尚、Ｍｇを含
有させるときの好ましい下限は０．０００５％以上である。
【００３０】
　［Ｃｏ：１％以下（０％を含まない）］
　Ｃｏは、耐食性向上に有効な元素であり、必要に応じて含有させることができる。Ｃｏ
はＮｉと同様に、腐食環境において緻密な表面錆皮膜を形成させる作用を有しており、表
面錆皮膜による腐食抑制効果を発揮する。特にＭｇと共存させることによって、著しい耐
食効果が得られる。こうした効果はその含有量が増すにつれて増大するが、過剰に含有さ
せると溶接性や加工性が劣化することから、１％以下とすることが好ましい。尚、Ｃｏを
含有させるときの好ましい下限は０．０１％以上（より好ましくは０．０２％以上）であ
る。
【００３１】
　［Ｍｏ：１％以下（０％を含まない）］
　Ｍｏは、耐食性向上に有効な元素であり、必要に応じて含有させることができる。Ｍｏ
は、表面錆皮膜による腐食抑制効果を発揮する元素である。こうした効果はその含有量が
増すにつれて増大するが、過剰に含有させると溶接性が劣化することから、１％以下とす
ることが好ましい。尚、Ｍｏを含有させるときの好ましい下限は０．０１％以上（より好
ましくは０．０３％以上）である。
【００３２】
　本発明の構造部材用鋼材は、基本的には塗装防食やライニング防食を施さなくても鋼材
自体が優れた耐食性を発揮するものであるが、必要によって、タールエポキシ樹脂塗料、
或はそれ以外の代表される重防食塗装、ジンクリッチペイント、ショッププライマーなど
の他の防食方法と併用することも可能である。
【００３３】
　以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明はもとより下記実施例
によって制限を受けるものではなく、前・後記の趣旨に適合し得る範囲で適当に変更を加
えて実施することも勿論可能であり、それらはいずれも本発明の技術的範囲に包含される
ものである。
【実施例】
【００３４】
　下記表１～３に示す化学成分組成の鋼材（試験Ｎｏ．１～６８）を溶製し、熱間圧延、
および必要に応じて熱処理を施して、板厚：２０ｍｍの厚鋼板とした。この厚鋼板から、
寸法：５×３０×３０（ｍｍ）の腐食試験片を切り出し、腐食試験に供した。
【００３５】
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【表１】

【００３６】
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【表２】

【００３７】
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【表３】

【００３８】
　このときの腐食環境（模擬環境）は、０．１４ｍｏｌ／Ｌの塩酸水溶液を用い、７２時
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間浸漬試験を実施した。また水溶液温度は、３０℃とした。
【００３９】
　上記模擬環境における腐食試験の後、腐食速度（ｍｍ／年）を算出し、Ａ値と比較検討
した。その結果（腐食試験結果）を、Ａ値と共に、前記表１～３に示す。試験Ｎｏ．１～
３１のものは、本発明で規定する要件（化学成分組成およびＡ値）を満足する例（実施例
）である。一方、試験Ｎｏ．３２～５２のものは、化学成分組成が本願発明で規定する範
囲を外れるものであり、試験Ｎｏ．５３～６７のものは、化学成分組成は満足するが、
Ａ値が本発明で規定する範囲を外れるものである。試験Ｎｏ．６８のものは、化学成分組
成もＡ値も本発明で規定する範囲を外れるものである。
【００４０】
　表１～３に示したもののうち、試験Ｎｏ．１～３１のものと、試験Ｎｏ．５３～６８の
ものについて、（１）式で規定されるＡ値と腐食速度の関係を図１に示すが（図中、◆は
試験Ｎｏ．１～３１のもの、■は試験Ｎｏ．５３～６８のものを示す）、Ａ値を適切な範
囲に制御することによって、耐食性が向上していることが分かる。

【図１】
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